
紹

介

ペ
ー
タ
ー
・
ブ
リ
ヅ
ク
レ
著
（
服
部
良
久

訳
）　

　
『
ド
イ
ツ
の
臣
民
平
民
・
共
同
体
・
国

　
　
家
　
　
｝
三
〇
〇
一
｝
八
○
○
年
』

　
本
書
は
、
勺
。
け
霞
b
d
一
一
〇
巨
ρ
b
馬
ミ
魯
ぎ
9
§
苧

燃
§
§
り
－
自
憲
　
§
叙
ミ
・
。
層
腰
§
置
　
属
¢
質
。
プ
o
P

b
ヴ
⑦
。
ぎ
6
。
。
一
の
邦
訳
で
あ
る
。
ブ
リ
ッ
ク
レ
の

邦
訳
に
関
し
て
は
、
我
々
は
す
で
に
『
一
五
二
五

年
の
革
命
』
（
前
聞
良
爾
・
田
中
真
造
訳
、
刀
水

書
房
、
一
九
八
七
年
）
を
得
て
い
る
が
、
前
書
が

ド
イ
ツ
農
民
戦
争
に
関
す
る
精
緻
で
詳
細
な
実
証

研
究
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
の
最
大
の
特
徴

は
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
薪
た
な
ド
イ
ツ
史
像

を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
一
八
世
紀
末
以
来
「
臣
民
」
と
い
う
概
念
は
卑

屈
と
無
責
任
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
み
使
用
さ

れ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
、
臣
民
は
、
そ
も
そ
も
歴
史
過
程

を
規
定
す
る
積
極
的
な
要
因
と
は
な
り
え
な
い
と

考
え
ら
れ
、
正
統
の
歴
史
学
か
ら
は
全
く
無
視
さ

れ
た
存
在
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
リ
ッ

ク
レ
は
、
人
口
の
班
倒
的
多
数
を
占
め
た
山
号
を

分
析
対
象
か
ら
控
除
し
て
き
た
従
来
の
歴
史
研
究

の
あ
り
方
を
批
判
し
、
臣
民
が
国
難
の
様
々
な
レ

ヴ
ェ
ル
で
積
極
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
史
を
「
下
か
ら
偏

構
築
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は

副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
「
一
つ
の
意
義
申
し
立
て
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
問
題
意
識
に

支
え
ら
れ
た
著
作
が
明
快
な
訳
文
で
邦
訳
さ
れ
た

こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
ま
た
、
研
究
者

の
便
宜
を
配
慮
し
た
訳
注
の
丁
寧
さ
と
い
う
点
で

も
訳
者
で
あ
る
服
部
疵
に
最
大
の
敬
意
を
表
し
た

い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
次
に
本
書
の
内
容
紹
介

に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
「
は
じ
め
に
　
臣
民
と
統
治
権
カ
ー
テ

ー
マ
の
概
念
的
限
定
」
で
は
、
対
象
と
な
る
臣
民

の
概
念
規
定
が
な
さ
れ
、
語
義
史
的
な
分
析
を
通

じ
て
、
そ
れ
は
農
村
都
の
農
民
と
都
市
の
市
民
に

限
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
臣
民
と
彼
ら
が
相
互
的

関
係
を
結
ん
だ
統
治
権
力
（
こ
こ
で
は
領
邦
国
家
）

の
接
点
を
考
察
の
中
心
に
据
え
、
両
者
の
二
極
的

関
係
が
持
続
し
た
一
三
〇
〇
一
一
八
○
○
年
と
い

う
晴
期
を
分
析
対
象
と
し
て
設
定
す
る
。
最
後
に
、

こ
の
五
〇
〇
年
鑑
に
見
ら
れ
た
統
治
権
力
と
臣
昆

の
間
の
国
家
的
課
題
の
内
容
確
定
、
機
能
分
担
、

倫
理
的
根
拠
づ
け
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
対
決
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
以
下
の
分
析
手
順
が
示
さ

れ
る
。
ω
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
で
の
共
同
体
、
②
領

邦
次
元
で
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
「
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
統
合
」
、
③
叛
乱
と
い
う
「
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
な
統
合
」
。
そ
し
て
、
こ
の
区
分
は
、
そ
の
ま

ま
本
論
の
第
｝
～
三
章
の
内
容
に
該
当
し
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
共
同
体
自
身
の
国
家
的
（
「
公
法

的
」
）
機
能
が
闇
題
と
な
り
、
そ
の
際
、
模
範
的
な

現
象
形
態
と
し
て
様
々
な
形
態
の
中
か
ら
村
落
共

同
体
が
選
ば
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
農
民
自
治
の

理
念
型
が
提
示
さ
れ
た
の
ち
、
時
期
的
な
段
階
区

分
と
地
域
的
区
分
の
試
み
に
よ
っ
て
共
同
体
原
理

の
現
実
の
歴
史
的
性
格
が
示
さ
れ
る
。
時
期
的
に

は
、
領
邦
高
権
・
絶
対
主
義
の
確
立
と
い
う
国
家

的
集
中
化
の
進
展
に
伴
い
、
共
同
体
的
自
治
領
域

が
空
洞
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
ま
た
地
域
的
に
は
、

貴
族
支
配
が
強
力
で
あ
っ
た
東
部
の
方
が
、
西
部

よ
り
も
村
落
共
同
体
の
「
禁
治
産
化
」
と
呼
ば
れ

る
状
況
が
早
く
進
行
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
封
建
的
原
理
（
領
主
の
領
民
に

対
す
る
無
制
約
な
搾
取
。
不
平
等
の
原
理
）
と
共

同
体
原
理
（
自
身
の
労
働
力
と
そ
の
収
益
に
対
す

る
自
由
な
処
置
権
。
「
家
父
」
の
平
等
の
原
理
）
は

相
い
れ
な
い
原
理
で
あ
る
こ
と
が
、
具
体
的
な
事
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介即

実
を
も
っ
て
検
証
さ
れ
る
。
そ
れ
は
村
落
共
同
体

と
類
似
し
た
構
造
を
も
つ
都
市
共
同
体
に
も
該
当

す
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
の
政
治
的
活
動
範
囲
の

拡
大
を
目
指
す
要
求
は
、
自
治
の
レ
ヴ
エ
ル
を
こ

え
て
、
領
邦
と
い
う
所
与
の
国
家
的
枠
内
で
、
ラ

ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
設
立
へ
と
向
か
う
。

　
次
に
、
第
二
章
で
は
、
臣
民
が
共
同
体
を
通
じ

て
領
邦
国
家
の
政
策
決
定
に
関
与
し
て
い
た
点
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
農
村
共
同

体
の
政
治
代
表
制
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り

も
広
く
普
及
し
た
現
象
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

テ
ィ
ロ
ル
と
ケ
ン
プ
テ
ソ
を
例
に
と
り
代
表
制
の

二
形
態
が
提
示
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
形
態
を
と
る

に
せ
よ
、
自
ら
の
利
害
を
護
る
と
い
う
目
的
に
お

い
て
両
者
は
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
少
な

か
ら
ぬ
成
果
を
字
謎
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
平
馬
の
政
治
代
表
制
の
発
展
が
扱
わ
れ
、

時
期
的
に
は
そ
れ
が
絶
対
主
義
の
確
立
す
る
一
七

世
紀
半
ば
以
降
衰
退
す
る
点
、
地
域
的
に
は
そ
れ

が
共
同
体
が
政
治
的
機
能
を
果
し
て
い
た
帝
国
の

西
部
で
の
み
確
認
し
う
る
点
が
強
調
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
章
で
は
、
政
治
的
統
合
の
試
み

と
し
て
叛
乱
を
位
置
づ
け
る
。
叛
批
と
は
単
な
る

拒
絶
的
態
度
と
は
異
な
り
、
関
心
と
目
標
の
差
を

超
え
て
、
そ
の
背
景
に
は
農
民
た
ち
の
開
確
な
政

治
的
意
識
が
読
み
取
れ
る
点
を
著
者
は
強
調
す
る
。

そ
れ
は
領
邦
国
家
の
統
合
能
力
と
統
合
意
欲
の
不

十
分
さ
に
対
す
る
平
民
の
対
応
で
あ
り
、
彼
ら
は

そ
こ
か
ら
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
農
民
叛
乱
と
同
種

の
も
の
と
し
て
都
市
内
闘
争
に
言
及
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　
最
後
に
、
第
四
章
で
は
、
以
上
の
分
析
結
果
を

踏
ま
え
て
、
臣
民
と
統
治
権
力
と
い
う
視
点
に
立

ち
、
ド
イ
ツ
史
の
「
下
か
ら
」
の
時
代
区
分
が
な

さ
れ
る
。
結
論
と
し
て
、
著
者
は
、
巨
視
的
に
は

一
三
〇
〇
一
一
八
○
○
年
を
共
同
体
主
義
の
階
代

と
し
、
さ
ら
に
三
つ
の
下
位
区
分
を
設
け
る
。
③

＝
二
〇
〇
一
一
五
五
〇
年
、
②
一
五
五
〇
一
一
六

五
〇
年
、
③
一
六
五
〇
i
一
八
○
○
年
。
①
は
国

制
の
上
で
野
芝
体
・
同
盤
的
モ
デ
ル
が
模
索
さ
れ

た
時
期
で
、
そ
の
反
映
の
痕
跡
は
文
学
・
政
治
理

論
・
ユ
…
ト
ピ
ア
思
想
・
神
学
に
も
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
帝
国
と
謡
扇
国
家
の
闘
の
ド
イ
ツ
の

「
第
三
の
道
」
は
、
国
渕
上
は
農
民
戦
争
の
敗
北

に
よ
っ
て
、
思
想
的
に
は
宗
敦
改
革
の
反
動
化
に

よ
っ
て
挫
折
し
、
②
・
③
の
画
期
を
経
て
臣
罠
の

政
治
的
禁
治
産
化
が
進
む
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
臣
民
が
文
字
通
り
の
「
隠
民
」
に

転
落
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　
以
上
で
本
書
の
要
約
を
試
み
た
が
、
ブ
リ
ッ
ク

レ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
構
想
を
十
分
伝
え
る
こ

と
が
で
き
た
か
ど
う
か
甚
だ
不
安
な
限
り
で
あ
る
。

本
書
を
読
ん
で
、
何
か
忘
れ
か
け
て
い
た
も
の
を

思
い
出
し
た
よ
う
な
気
分
に
か
ら
れ
る
の
は
、
お

そ
ら
く
紹
介
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
最
後
に
、

蛇
足
と
な
る
こ
と
は
重
々
承
知
の
上
で
、
紹
介
者

の
感
じ
た
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
と

思
う
。

　
著
者
は
封
建
的
原
理
と
共
同
体
原
理
の
敵
対
関

係
を
強
調
す
る
。
封
建
的
原
理
は
正
統
的
な
歴
史

学
が
好
ん
で
取
り
挙
げ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
従
来
灌
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
共
同

体
原
理
か
ら
ド
イ
ツ
史
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試

み
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ひ
と

た
び
敵
対
す
る
封
建
的
原
理
を
定
数
と
し
て
固
定

し
て
し
ま
う
と
、
共
同
体
原
理
は
そ
れ
に
対
す
る

優
劣
関
係
で
し
か
把
握
し
え
な
く
な
る
と
い
う
危

険
性
も
、
こ
の
モ
デ
ル
は
孕
ん
で
い
る
。
紹
介
者

は
、
ブ
リ
ッ
ク
レ
が
時
期
的
な
段
階
区
分
や
地
域

酌
区
分
で
大
胆
な
｝
般
化
を
試
み
る
と
き
、
特
に

こ
の
よ
う
な
危
険
性
が
表
面
化
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
彼
の
構
想
自
体

に
と
っ
て
も
無
意
味
で
は
な
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
史
を
「
下
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か
ら
」
構
築
す
る
試
み
が
ド
イ
ツ
史
に
「
下
」
を

付
加
す
る
試
み
と
な
っ
て
し
ま
い
、
彼
の
構
想
が

放
つ
精
彩
が
幾
分
央
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
あ
く
ま
で
「
下
か
ら
」
の
構
築
と
い
う

意
図
を
貫
徹
す
る
な
ら
ば
、
共
同
体
を
調
和
的
な

世
界
と
晃
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
内
部
の
矛
盾

が
封
建
的
原
理
を
い
か
に
再
編
す
る
か
を
見
透
す

よ
う
な
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
意
味
で
、
ブ
リ
ッ
ク
レ
が
都
市
叛
乱
を
扱
っ
た

節
で
都
市
内
闘
争
を
取
り
挙
げ
て
い
る
の
は
示
唆

的
で
あ
る
。
す
で
に
家
父
の
平
等
と
い
う
共
母
体

原
理
は
揺
ら
ぎ
、
共
同
体
内
部
に
権
力
闘
争
が
顕

在
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
玉
薬
共
同
体
に
も
少
な
か
ら
ず
該
当
す

る
で
あ
ろ
う
。

　
思
い
つ
く
ま
ま
に
若
干
の
疑
問
を
提
示
し
て
み

た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
魅
力
が
些
か
も
減

じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
学
の
専
門
化
・

細
分
化
に
対
す
る
危
機
感
が
叫
ば
れ
る
今
日
、
本

書
は
こ
の
よ
う
な
風
潮
に
対
す
る
コ
つ
の
意
義

申
し
立
て
し
と
し
て
も
価
値
あ
る
　
冊
と
い
え
よ

、
つ
。

　
　
　
　
（
A
4
版
　
一
一
〇
五
頁
　
一
九
九
〇
年
六
月

　
　
　
　
　
　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
募
二
、
八
○
○
円
）

　
　
　
　
（
佐
λ
木
博
光
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
）

　
　
受
贈
図
書

　
　
　
　
（
一
九
九
一
年
四
月
三
〇
臼
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
　
年
七
月
二
日
）

経
済
論
集
（
録
音
大
学
校
経
済
研
究
所
）
　
二
九

　
…
三
、
四

古
脊
椎
動
物
学
報
（
中
国
科
学
院
古
脊
椎
）
　
二

　
九
一
一

神
道
史
研
究
（
神
道
史
学
会
）
　
三
九
一
一

歴
史
研
究
（
大
阪
教
育
大
学
歴
史
学
研
究
室
）

　
二
八

歴
史
学
論
集
（
山
梨
大
学
教
育
学
部
史
学
教
室
）

　
二
九
、
三
〇

青
丘
学
術
論
集
（
韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団
）

　
一日

本
史
研
究
（
日
本
史
研
究
会
）
　
三
四
四
、
三

　
四
五
、
　
三
四
六

史
淵
（
九
州
大
学
文
学
部
）
　
一
二
八
、

法
学
志
林
（
法
政
大
学
法
学
志
林
協
会
）
　
八
八

　
一
三

三
浦
古
文
化
（
三
浦
古
文
化
研
究
会
）
　
四
八

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
（
東

　
洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
）

　
二
五

京
都
大
学
経
済
論
集
（
京
都
大
学
大
学
院
経
済
学

　
研
究
科
編
集
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